
前橋市指定障害福祉サービス事業等運営要領 

 

（目的） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「法」という。）の規定に基づく指定障害福祉サー

ビス及び指定障害者支援施設の事業（以下「指定障害福祉サービス等」という。）

の実施にあたっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「省令」という。）、

前橋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年前橋市条例第４９号。以下「指定障害福祉サービス基準

条例」という。）、前橋市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２４年前橋市条例第５０号。以下「指定障害者支援施

設基準条例」という。）及び前橋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律施行細則（平成２１年市規則第３８号。以下「規則」とい

う。）によるほか、この要領の定めるところによる。  

 

（指定障害福祉サービス等の指定申請） 

第２条 指定障害福祉サービス等の指定又は更新を受けようとする者は、指定障

害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定申請に当たり、あらかじ

め指定申請書類の内容確認を受けなければならない。  

２ 指定障害福祉サービス等の指定を受けようとする者は、指定障害福祉サービ

ス事業所又は指定障害者支援施設の指定申請に当たり、前項に規定する内容確

認を受けた上で、指定を受けようとする日が属する月の前月１０日までに指定

申請書類を提出しなければならない。  

３ 指定障害福祉サービス等の更新を受けようとする者は、指定障害福祉サービ

ス事業所又は指定障害者支援施設の指定申請に当たり、第１項に規定する内容

確認を受けた上で、指定有効期間満了日が属する月の１０日までに指定申請書

類を提出しなければならない。  

４ 指定障害福祉サービス等の指定又は更新を受けようとする者は、指定障害福

祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の指定申請に当たり、あらかじめ重

要事項説明書の内容確認を受けなければならない。 

５ 共同生活援助事業の指定を受けようとする者は、前項に加え、次に掲げる書

類を添付しなければならない。  

(1) 入居予定状況（別記様式第１号） 

(2) 共同生活住居の用に供する建物の所有権を証する書類又は賃貸借契約書

（写） 

(3) 入居予定者が負担する家賃の積算が明らかになる書類  

 

（共同生活援助事業の変更届出等） 

第３条 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居等の入居定員又は住居の数を



変更するときは、前月１０日までに、規則第２０条の１３第１項に規定する変

更届出書等により届け出なければならない。  

 

（居宅介護等事業所の職員状況の報告） 

第４条 指定居宅介護事業者、指定重度訪問介護事業者、指定同行援護事業者及

び指定行動援護事業者は、毎年１１月１日現在の事業所の職員状況について、

「居宅介護等事業所職員状況報告書」（別記様式第２号）により、１２月１日

までに報告しなければならない。 

 

（日中活動系事業所の現員状況の報告） 

第５条 指定生活介護事業者、指定自立訓練（機能訓練、生活訓練）事業者、指

定就労移行支援事業者及び指定就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）事業者は、毎年２

月、５月及び１０月の各１日現在の事業所の利用状況について、市長が別途指

定する方法により、当該月の１５日までに報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の利用状況を取りまとめ、群馬県知事から求めがあった場合に

は、群馬県知事に報告するものとする。  

 

（共同生活援助事業所の現員状況の報告）  

第６条  指定共同生活援助事業者は、毎月１日現在の事業所の利用状況につい

て、市長が別途指定する方法により毎月１０日までに報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の利用状況を取りまとめ、群馬県知事から求めがあった場合に

は、群馬県知事に報告するものとする。  

 

（施設外就労の届出等） 

第７条 施設外就労を行った指定就労移行支援事業者及び指定就労継続支援（Ａ

型、Ｂ型）事業者は、市長及び支給決定をした市町村長から求めがあった場合

には、当該施設外就労の実施状況を市長及び支給決定をした市町村長に「施設

外就労実施報告書」（別記様式第６号）により報告しなければならない。 

 

（事故の報告） 

第８条 指定障害福祉サービス基準条例第４１条（第４４条、４４条の４、４９

条、第７８条、第９５条、９５条の５、第１１０条、１１０条の４、第１２３

条、第１４９条、１４９条の５、第１５９条、１５９条の４、第１７２条、第

１８５条、第１９０条、１９４条、１９４条の１２、１９４条の２０、第２０

１条、２０１条の１１、２０１条の２２及び第２１０条において準用する場合

を含む。）並びに指定障害者支援施設基準条例第５９条に規定する利用者に対

する指定障害福祉サービス等の提供により事故が発生した場合の関係機関へ

の連絡は、「前橋市社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領」

に基づき実施するものとする。  

 



（契約内容の報告） 

第９条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設は、指定障害福祉

サービス基準条例第１１条（第４４条、４４条の４、４９条、第５４条、第９

５条、９５条の５、第１２３条、第１４９条、１４９条の５、第１５９条、１

５９条の４、第１７２条、第１８５条、第１９０条、１９４条、１９４条の１

２、１９４条の２０及び第２１０条において準用する場合を含む。）、第１０４

条（第１１０条の４において準用する場合を含む。）及び第１９８条の３（第

２０１条の１１及び第２０１条の２２において準用する場合を含む。）並びに

指定障害者支援施設基準条例第１２条に規定する指定障害福祉サービス等の

利用に係る契約をしたとき、契約内容を変更したとき又はサービスの提供が終

了したときは、「契約内容報告書」（別記様式第８号）により、延滞なく報告し

なければならない。 

 

（災害被害の報告） 

第１０条 指定療養介護事業者、指定短期入所事業者、指定共同生活援助事業者

及び指定障害者支援施設は、厚生労働省通知「災害発生時における社会福祉施

設等の被災状況の把握等について」（平成２９年２月２０日通知、令和６年１

１月６日改正）に基づき、災害発生による被害状況について、人的被害、施設

被害があった場合に限り、以下のとおり報告しなければならない。 

(1) 被害報告の第一報として、災害時情報共有システム又は「災害被害報告

（速報）」（別記様式第９号）により、速やかに報告しなければならない。 

(2) 前号の報告後、災害時情報共有システム又は「災害被害報告（詳細）」（別

記様式第１０号）により、速やかに詳細な被害状況を報告しなければなら

ない。 

(3) 市長は、前各号の報告を取りまとめ、厚生労働省に報告するものとする。 

２ 前項に規定する事業者以外の指定障害福祉サービス事業者は、災害発生によ

る被害状況について、人的被害、施設被害があった場合に限り、前項第１号及

び第２号のとおり報告しなければならない。 

 

（日中サービス支援型共同生活援助事業所の運営に関する報告等）  

第１１条 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、年に１回以上、前橋

市自立支援協議会設置要綱（平成２５年４月１日施行）第１条に規定する前橋

市自立支援協議会（以下「協議会」という。）に対し、当該事業の実施状況等

を説明及び報告し、当該協議会による評価、必要な要望、助言等（以下、「評

価等」という。）を聴かなければならない。ただし、協議会が認めるときは、

書面により評価等を行うことができるものとする。  

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、市長が別途定める日までに、

実施状況等報告書（別記様式第１１号）を協議会へ提出しなければならない。 

３ 協議会は、前項の報告を受け、実施状況等報告に対する評価書（別記様式第

１２号）により、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者に対する評価等



を行うものとする。また、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当

該評価等を尊重し、当該事業の質の向上に努めなければならない。  

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前三項の報告及び評価等の

記録を整備し、５年間保存するとともに、個人情報の保護に留意しつつ、当該

記録及び事業の運営状況を積極的に公表するものとする。  

 

（他法令の遵守） 

第１２条 指定障害福祉サービス等事業者は、事業を実施するにあたり、次に掲

げる法令を遵守しなければならない。  

 (1) 消防法 

 (2) 建築基準法 

 (3) 水防法 

 (4) 土砂災害防止法 

 (5) 前橋市暴力団排除条例  

 (6) その他事業を行うにあたり関係する法令  

２ 指定障害福祉サービス等（指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護

及び指定行動援護を除く。）の指定を受けようとする者は、指定障害福祉サー

ビス事業所又は指定障害者支援施設の指定申請に当たり、前項各号に掲げる法

令の遵守を、関係法令遵守確認書（別記様式第１３号）を提出することにより、

表明しなければならない。 

３ 市長は、前項の提出により法令の遵守を確認できないときは、指定障害福祉

サービス等（指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護及び指定行動援

護を除く。）の指定を受けようとする者に対して、誓約書（別記様式第１４号）

を提出させるものとする。  

４ 指定障害福祉サービス等の指定を受けようとする者は、指定障害福祉サービ

ス事業所又は指定障害者支援施設の指定申請に当たり、前橋市の事務事業から

の暴力団排除に関する要綱に基づき、誓約書（同要綱様式第１号）を提出しな

ければならない。 

 

（介護給付費等算定に係る体制等に関する届出）  

第１３条 指定障害福祉サービス等事業者が、法に基づく事業の体制及び加算に

係る届出をしようとするときは、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通

知（平成１８年１０月３１日障発第１０３１００１号）に基づき、行うものと

する。 

２ 指定障害福祉サービス等事業者は、前項の届出のうち報酬単位が減少する届

出については、前項の規定にかかわらず、事実が発生した日から１か月以内に

届出を行うものとする。  

 

   附 則 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。  



２  前橋市障害福祉サービス事業等運営要領及び前橋市共同生活援助事業運営

要領は、廃止する。 

   附 則 

 この要領は、令和２年１月１日から施行する。  

   附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要領は、令和４年２月１日から施行する。  

   附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要領は、令和４年１０月１日から施行する。  

   附 則 

１ この要領は、令和５年１０月１日から施行する。  

２ 改正後の第１３条第２項の規定は、令和５年１０月１日以後に算定される報

酬について適用する。 

   附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。  

 


